
現在の運営方法

内線

２　施設の役割
(1) 設置目的

(2) 設置当初の状況

(3) 施設を取り巻く現状

３　施設の概要

◇入園料・利用料等　　　（円） ◇利用時間（休館日）

金額

４　施設における実施事業

建設費

備考

365,578千円

県有馬13頭(サラブレッド12頭、ポニー1頭）（R1.7末現在)

区分
休苑日   ：火曜日（祝日の場合は翌平日）、12月29日から1月3
日
開苑時間：9～17時（6月～10月の水、金、土はナイター乗馬の
予約状況により9時～21時）

一般

別紙のとおり大学生・高校生

【指定管理業務】
・施設及び県有馬の維持管理
【自主事業】
・乗馬技術の指導及び馬の利用に関する知識の普及啓発に関する業務
・乗馬教室、馬術大会等の開催に関する業務
・一般からの馬預託

敷地面積（所有者）

県民の動物愛護精神を養うとともに、馬に関する知識の普及及び乗馬技術の向上を図る。

40,225㎡（群馬県）

主な施設（床面積、階数等)
管理棟(900.23㎡、鉄骨造2階)、第2厩舎(195.24㎡、鉄骨造)、第3厩舎(431.20
㎡、RC造2階）、宿舎(82.30㎡、木造）、屋内馬場(1,225.86㎡、鉄骨ハイブリッド
張力構造）、本馬場(7,130㎡）、屋外多目的トイレ(8.93㎡、鉄骨１階)

昭和58年10月に「あかぎ国体」の馬術競技会が県畜産試験場敷地において開催され、馬術競技への関
心の高まりと跡地利用を図るため、県立の馬事公苑として整備された。

県内唯一の公式馬術競技ができる施設であり、この機能に関しては県内にある民間乗馬クラブからの利
用要望も強い。
観光、教育、健康・福祉等の多面的な機能を有する施設ではあるが、現状はこれらの機能を十分に活用
できていない。

設置年月日 昭和61年3月31日

１　施設の設置根拠（法律、条例等）

群馬県馬事公苑の設置及び管理に関する条例

公の施設のあり方検討結果個表

施設の名称 群馬県馬事公苑

所在地 前橋市富士見町小暮２４２５番地

所管部局・課 農政部畜産課 □直営　　　　■指定管理者

担当係 企画経営係 3103



５　管理運営コストの状況 （千円）
令和元年度

（当初予算額）
平成30年度
（決算額）

平成29年度
（決算額）

平成28年度
（決算額）

平成27年度
（決算額）

391 391 391 391 391

使用料 391 391 391 391 391

18,667 19,244 36,417 21,052 19,057

修繕費 0 577 19,165 3,800 1,805

委託費 18,667 18,667 17,252 17,252 17,252

▲ 18,276 ▲ 18,853 ▲ 36,026 ▲ 20,661 ▲ 18,666

◇指定管理者の収支状況（自主事業を含む） （千円）
令和元年度

（当初計画額）
平成30年度
（決算額）

平成29年度
（決算額）

平成28年度
（決算額）

平成27年度
（決算額）

83,052 74,080 69,701 68,404 70,398

指定管理費 18,667 18,667 17,252 17,252 17,252

利用料金 6,866 6,022 5,745 5,450 5,683

自主事業 52,131 43,677 41,611 40,756 41,792

財産・資産運用収入 1,219 1,219 1,419 1,840 2,728

その他（雑収入等） 4,169 4,495 3,674 3,106 2,943

82,500 75,562 70,344 69,543 69,762

人件費 52,001 51,936 48,158 43,840 44,947

光熱水費 2,562 2,532 2,500 2,168 2,344

租税公課費 4,584 3,770 3,612 3,234 3,544

その他（飼育費等） 21,751 15,570 15,030 18,988 17,256

その他（委託料） 1,602 1,754 1,044 1,313 1,671

552 ▲ 1,482 ▲ 643 ▲ 1,139 636

６　職員の状況（各年度４月１日現在） （人）

令和元年度 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度

4 4 4 4 4

7 7 7 6 6

11 11 11 10 10

支　出（②）

収支（①－②）

収入については、平成28年度から利用料金の一部を見直した。また、収入増
加のための自主事業（企画事業）に取り組んだ。平成29年度は通常乗馬利用
者の減少により収入が減少した。支出については、給料・賞与の減額を行い
人件費を抑制している。

※　指定管理者の指定管理業務に係る収支

常勤職員

合　　計

収　入（①）

非常勤職員

歳　出（②）　

歳入・歳出の差額（①－②）

歳入・歳出の主な増減理
由

歳入・歳出の差額、収支
の主な増減理由

※　施設の管理運営に係る県の歳入・歳出

区　　分

歳入は、自動販売機等の設置に係るもの。
歳出のうち修繕費は修繕の内容により額が大きく異なる。H29は練習馬場改
修工事、第３厩舎前スロープ改修工事を実施。

区　　分

歳　入（①）　



７　施設利用の状況

令和元年度※ 平成30年度 平成29年度 平成28年度 平成27年度

15,710 108,300 90,140 113,790 122,370

有料利用者数（人） 2,711 10,979 9,953 10,268 11,629

無料利用者数（人） 12,999 97,321 80,187 103,522 110,741

11,200 11,200 12,900 12,900 12,900

－ － － － －

８　必要性及び管理運営方法についての方向性

区
分

施
設
の
必
要
性

業
務
等
の
見
直
し

年間利用者総数（人）

※　見込数又は途中実績

・県内唯一の公式馬術競技ができる施設として、馬術の振興や競技水準の向上に大きく貢献してい
る。
・ビジター制で初心者がいつでも利用できることから、乗馬利用者の底辺拡大を図るための施設とし
て民間乗馬クラブの活動を補完している。
・県外からの利用者が半数近くいることから、観光資源としての利用も見込める。
・令和10年開催予定の国体競技会場候補となっている。
以上のことから、施設としての必要性がある。

区　　分

・施設整備後３３年が経過していることから、必要な改修に努め施設の有効活用を図る。
・アニマルセラピー等の手法も取り入れた新たな活用方法を検討し、利用者の拡大を図る。
・自主事業については、積極的なＰＲ活動を行い、初心者を中心に新たな利用者の確保に努め、運
営の健全化を図る。

目標利用者数（人）

施設稼働率（％）

稼働率対象施設（設備） －

利用者の主な増減理由
年間利用者総数は、酪農畜産フェスティバル（無料）の入場者数の増減により
大きく異なる。令和元年度は6月末の実績値。

内　　　　　容



群馬県馬事公苑利用料金
（令和元年度）

利用料単価
（円）

（～９月）

利用料単価
（円）

（１０月～）

20,500 20,800

20,500 20,800

41,000 41,700

41,000 41,700

20,500 20,800

20,500 20,800

41,000 41,700

20,500 20,800

720 730

200 200

200 200

720 730

720 730

1,440 1,460

720 730

100 100

20,500 20,800

20,500 20,800

41,000 41,700

20,500 20,800

720 730

720 730

1,440 1,460

720 730

100 100

１房１月 25,700 26,100

１房24時間 1,330 1,350

１泊 1,330 1,350

７泊以上 1,020 1,030

１泊 2,570 2,610

７泊以上 2,050 2,080

100 100

100 100

2,050 2,080

100 100

100 100

指導なし 3,000 3,000

指導付き 3,800 3,800

指導なし 4,000 4,000

指導付き 4,800 4,800

小学生以下 400 400

その他 600 600

57,300 58,300

2,970 3,000

1,500 1,500

1,000 1,000

3,000 3,000

4,000 4,000

3,600 3,600

1,500 1,500

4,000 4,000

項　　　　　目

その他の料金

乗馬指導

第三者指導料（預託）高校生以下

9:00～17:00

自主事業（１日）

１房24時間
預託料

自
主
事
業

9:00～13:00

宿舎

指
定
管
理

占用使用

占用使用

個人使用

屋外馬場

屋内馬場

その他の料金

通常乗馬

13:00～17:00

13:00～17:00

9:00～17:00

17:00～21:00

厩舎

9:00～17:00

高校生以下

その他

１泊につき

シャワー

ロッカー

夜間照明（公苑）

外部利用（半日）

通常乗馬

高校生以下

その他

引き馬

乗馬教室・少年団

外部利用（１日）

17:00～21:00

9:00～13:00

13:00～17:00

個人使用

その他の時間の区分で利用30分につき

9:00～17:00

17:00～21:00

9:00～13:00

13:00～17:00

大会時騎乗及び指導

9:00～13:00

自主事業（半日）

17:00～21:00

夜間照明（占用）

夜間照明（自馬）

その他の時間の区分で利用30分につき

外部利用

一般乗馬・調馬策料

調馬索・調整（預託馬）

１頭45分

馬道１周

１房１月

調教料（馬装込み）

第三者指導料（預託）一般


